
公益財団法人広島県地域保健医療推進機構 

役員等の報酬等及び費用弁償に関する規程 

 

 

(目的) 

第１条 この規程は，公益財団法人広島県地域保健医療推進機構（以下「この法人」

という。）の定款第14条第３項及び第30条第３項の規定に基づき，役員等の報酬

等並びに費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

(定義等) 

第２条 この規程において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 (1) 役員とは，理事及び監事をいい，評議員を含め役員等という。 

 (2) 常勤役員とは，評議員会で選任された役員のうち，この法人を主たる勤務場

所とする者をいう。 

 (3) 非常勤役員とは，常勤役員以外の者をいう。 

 (4) 評議員は，定款第11条に基づき置かれる者をいう。 

 (5) 報酬等とは，公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第

13号で定める報酬，賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及

び退職手当であって，その名称のいかんを問わない。 

 (6) 費用弁償とは，職務の遂行に伴い発生する通勤手当，交通費，宿泊費，宿泊

手当，手数料等の経費をいい，報酬等とは，明確に区分されるものとする。 

 

  (報酬等の支給)  

第３条 この法人は，常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。 

２ 常勤役員の報酬は，毎月一定の日に支給するものとする。 

３ 常勤役員には，毎年３月，６月及び12月に，役員賞与を支給することができる。 

４ 常勤役員には，退職手当を支給しない。 

 

（報酬等の額の決定） 

第４条  この法人の常勤の理事に対する，報酬等の額は別記第１に定めるとおりとす 

る。 

 

(報酬等の支給方法) 

第５条 報酬等は，通貨をもって本人に支給するものとする。ただし，本人の指定す

る本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。 

２ 報酬等は，法令及びこの法人の定めるところにより控除すべき金額及び本人か

ら申し出のあった立替金，積立金等を控除して支給する。 

 



 

(通勤手当) 

第６条 常勤役員には，職員の例による通勤手当を支給することができる。 

  

（費用弁償の額等） 

第７条 役員等には，前条の規定による通勤手当のほか，会議の招集に応じ，又は職務の

ため旅行したときに費用弁償を支給することができる。 

２ 前項により支給する費用弁償の額は，別表に掲げるとおりとする。その支給方法は，

職員の例による。 

 

（公表） 

第８条 この法人は，この規程をもって，公益社団法人及び公益財団法人の認定等

に関する法律第20条第１項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとす

る。 

 

（改廃） 

第９条 この規程の改廃は，評議員会の決議を経て行う。 

 

（補則） 

第10条 この規程の実施に関し必要な事項は，会長が理事会の承認を得て，別に定めるも

のとする。 

 

 

附 則 

この規程は，公益法人の設立の登記の日から施行する。 

（施行期日） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

この規程の改正は，令和７年６月１９日から施行する。



別記第１ 理事の報酬等（第４条関係）  

・ 常勤理事 各年度の総額 ８５０万円までの範囲内 

 

 

別表（第７条関係） 

区 分 費用弁償の額 

１ 交通費 職員の旅費に関する規程第７条から第 10 条の規定に基づく鉄道

賃、船賃、航空賃、車賃の額 

２ 宿泊費 次の表の宿泊費基準額のとおり 

 

区   分 宿泊費基準額 

北海道 １３，０００円 

青森県 １１，０００円 

岩手県 ９，０００円 

宮城県 １０，０００円 

秋田県 １１，０００円 

山形県 １０，０００円 

福島県 ８，０００円 

茨城県 １１，０００円 

栃木県 １０，０００円 

群馬県 １０，０００円 

埼玉県 １９，０００円 

千葉県 １７，０００円 

東京都 １９，０００円 

神奈川県 １６，０００円 

新潟県 １６，０００円 

富山県 １１，０００円 

石川県 ９，０００円 

福井県 １０，０００円 

山梨県 １２，０００円 

長野県 １１，０００円 

岐阜県 １３，０００円 

静岡県 ９，０００円 

愛知県 １１，０００円 

三重県 ９，０００円 

滋賀県 １１，０００円 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 現に支払った宿泊費の額が宿泊基準額を超える場合であ

って，当該宿泊施設に宿泊することがやむを得ないと認めら

れるとき（主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以

外に宿泊することが困難なとき，又は職務遂行上支障のない

範囲及び条件で検索しその結果から安価な宿泊施設を選択

したときなど）は，当該宿泊に要する費用の額とする。 

京都府 １９，０００円 

大阪府 １３，０００円 

兵庫県 １２，０００円 

奈良県 １１，０００円 

和歌山県 １１，０００円 

鳥取県 ８，０００円 

島根県 ９，０００円 

岡山県 １０，０００円 

広島県 １３，０００円 

山口県 ８，０００円 

徳島県 １０，０００円 

香川県 １５，０００円 

愛媛県 １０，０００円 

高知県 １１，０００円 

福岡県 １８，０００円 

佐賀県 １１，０００円 

長崎県 １１，０００円 

熊本県 １４，０００円 

大分県 １１，０００円 

宮崎県 １２，０００円 

鹿児島県 １２，０００円 

沖縄県 １１，０００円 

３ 宿泊手当 宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てる費用として，１夜当た

り２，４００円 

注１）宿泊費に，朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当

するものが含まれる場合  １，６００円 

 ２）宿泊費に，朝食及び夕食に係る費用に相当するものが

含まれる場合  ８００円 

 

※ 移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用の場合，１と２の合計の

額とする。 


